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                          平成２１年１０月１４日 
 各医療機関の長 殿 
 

                   茨城県保健福祉部保健予防課長   
 

新型インフルエンザワクチンの配布について 

 

 日頃から，新型インフルエンザ対策につきましては，格別のご協力を賜り感

謝申し上げます。 

さて，今回，国から新型インフルエンザワクチンの第１回配布分（本県医療

従事者分）として２３，４００ドーズの割当がありました。しかし，全ての医

療従事者に行き渡る量ではないこと，また，各医療機関の必要量を調査する時

間的余裕がなかったことから，既存の統計情報に基づき，医療従事者数に一定

の係数を掛けるなどの調整を行って，割当量を決定いたしました。 
ワクチンは，１０月１９日から接種できるよう，割当に基づき配送すること

となっております。その際は，下記の事項にご留意のうえ，お取扱いいただき

ますようお願いいたします。 
なお，今回配布するワクチンは，医療従事者の１回目の接種用です（２回接

種を前提とした場合の１回分）。第２回配布分は，妊婦・基礎疾患のある方用

としておりますが，一部については，第１回配布分で不足した医療従事者用に

も充てる予定です。また，第３回配布（医療従事者の２回目の接種分）以降に

ついては，おってご連絡させていただきます。 

 また，診療科によっては，配布が次回以降になる医療機関もありますので，

ご了承願います。 
 
記 

 
１．国との契約について  
  接種にあたっては，国と受託医療機関になる旨の契約を締結する必要が

あります。契約をしない場合は，接種はできません。 
（１）県医師会に加入している医療機関の場合 

県医師会が代表して国と契約を行います。県医師会への委任状の提

出が必要ですので，未提出の場合には，速やかにご提出ください。 
 
 
 



 

（２）医師会未加入の医療機関の場合 
国と個別契約を締結する必要があります。医師会に加入していない

が，受託医療機関となることを希望する医療機関については，速やか

に管轄の保健所・市町村へご連絡ください。 
 
２．ワクチンが不要な場合 
  受託医療機関となる意思がない，あるいは，診療科によっては，新型イ

ンフルエンザ患者を診療しない等の理由により，ワクチン接種を行わない

医療機関もあると思われます。 
卸業者からの連絡・配送の際に，ワクチンが不要の旨を，卸業者へ申し

出ていただき，ワクチンを受け取らないようお願いいたします。 
 
３．ワクチンの接種開始時期について  

国との契約の関係上，ワクチン接種は１９日以降に行ってください。 

 
４．問い合わせ先 

お問い合わせについては，管轄の保健所までお願いいたします。 
 

【各保健所電話・ＦＡＸ一覧】 
保健所名 電   話 Ｆ Ａ Ｘ 

水 戸 保 健 所 ０２９－２４１－０１００ ０２９－２４１－５３１３ 
ひたちなか保健所 ０２９－２６５－５５１５ ０２９－２６５－５０４０ 
常陸大宮保健所  ０２９５－５２－１１５７ ０２９５－５２－２８６５ 
日 立 保 健 所 ０２９４－２２－４１８８ ０２９４－２４－５１３２ 
鉾 田 保 健 所 ０２９１－３３－２１５８ ０２９１－３３－３１３６ 
潮 来 保 健 所 ０２９９－６６－２１１４ ０２９９－６６－１６１３ 
竜 ヶ 崎 保 健 所 ０２９７－６２－２１６１ ０２９７－６４－２６９３ 
土 浦 保 健 所 ０２９－８２１－５３４２ ０２９－８２６－５９６１ 
つ く ば 保 健 所 ０２９－８５１－９２８７ ０２９－８５１－５６８０ 
筑 西 保 健 所 ０２９６－２４－３９１１ ０２９６－２４－３９２８ 
常 総 保 健 所 ０２９７－２２－１３５１ ０２９７－２２－８８５５ 
古 河 保 健 所 ０２８０－３２－３０２１ ０２８０－３２－４３２３ 
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